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資料１(別紙)

第３次健康日本２１旭川計画策定部会

【概 要】

◎旭川市保健所運営協議会

○設置目的

地域保健法第１１条の規定に基づき，保健所の所管区域内の地域保健及び保健所の運営

に関する事項を審議するために設置（条例施行日：平成１４年３月２７日）。

○設置根拠

・地域保健法第１１条

・旭川市保健所条例第４条

○組 織

委員２０人以内で組織し，委員は地域保健に関係する団体の代表者若しくはその推薦

に基づく当該団体の職員又は地域保健に関し学識経験のある者その他市長が適当と認め

る者となっている。（Ｒ５．４．１ 委員数１７人）

◎第３次健康日本２１旭川計画策定部会

○設置根拠

旭川市保健所条例第９条

○審議事項

第３次健康日本２１旭川計画の策定に関すること。

○委員構成（案）

１０名

※臨時委員を委嘱予定

（協議会の部会）
第９条 協議会は，特別の事項を審議させるため必要があるときは，部会を置くことがで
きる。

２ 部会は，委員のうちから会長が指名する者及び臨時委員で組織する。
３ 部会に部会長を置き，その部会に属する委員及び臨時委員の互選によりこれを定め
る。

４ 部会長は，部会の会務を掌理する。
５ 前条の規定は，部会について準用する。この場合において，前条第１項及び第３項中
「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

所属団体等

旭川市市民委員会連絡協議会女性部会

旭川精神障害者家族連合会

一般社団法人 旭川市医師会 ※

一般社団法人 旭川歯科医師会

一般社団法人 旭川薬剤師会

公益社団法人 北海道栄養士会旭川支部

公益社団法人 北海道看護協会上川南支部

公募委員

国立大学法人 旭川医科大学

社会福祉法人 旭川市社会福祉協議会
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※現運営協議会委員が参加する場合は，委嘱等の手続きは不要。

団体等から別の委員を推薦する場合には，臨時委員として新たに委嘱。

○会議開催予定

・４回程度の開催を予定（１～２時間程度）

【スケジュール(案）】

【参考】

臨時委員を委嘱する場合の身分等

・非常勤特別職

・会議出席時に報酬（７，７００円）

・任期 委嘱の日から令和６年３月３１日まで

令和５年

６月３０日

■第１回旭川市保健所運営協議会開催

・計画策定について諮問⇒策定部会での審議を提案

・策定部会委員の指名，決定（会長より指名）

７月下旬～８月上旬頃

●第１回策定部会

・国や道の動向

・第３次計画策定の共通認識を図り，骨子について審議

９月頃

●第２回策定部会

・計画案検討

・第３次計画における分野ごとの目標・健康指標等について審議

１０月～１１月頃

●第３回策定部会

・第３次計画素案について審議

・パブリックコメントの実施について

令和６年

１月頃

●第４回策定部会

・パブリックコメントの結果報告

・第３次計画最終案について審議

２月頃

■第２回又は第３回旭川市保健所運営協議会開催

・第３次計画最終案提出

・旭川市保健所運営協議会から市への答申


